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思
川
だ
よ
り

 

ご
挨
拶
（
創
刊
に
あ
た
っ
て
） 

平
素
は
思

川
開
発
事
業

の
推
進
に
ご

支
援
を
賜
り

厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
度
、
思
川
開
発
事
業
の
進

歩
状
況
な
ど
を
皆
様
に
お
知
ら
せ

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
広
報
誌
「
思

川
だ
よ
り
」
を
発
刊
し
ま
し
た
。 

 

今
後
、
こ
の
誌
面
を
と
お
し
て
様
々

な
情
報
を
皆
様
に
お
届
け
し
て
い

く
予
定
で
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
思
川
開
発
事
業
は
、
昭

和
４
４

年
に
実
施
計
画
調
査
に
着 

手
し
て
以
来
３
２

年
が
経
過
し
ま
し

た
。
そ
の
間
、
着
工
に
向
け
て
関 

係
地
域
の
ご
理
解
を
得
る
べ
く
鋭

意
努
力
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
大 

谷
川
か
ら
の
分
水
に
地
元
の
方
々

の
ご
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、

昨
年
１
１

月
に
事
業
計
画
を
見
直
す

こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
。
現
在
、 

新
た
な
計
画
の
策
定
を
関
東
地
方

整
備
局
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て

お
り
、
間
も
な
く
皆
様
に
お
示
し
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。 

一
方
、
南
摩
ダ
ム
の
水
没
地
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
７
８

世
帯
の
方
々 

に
は
思
川
開
発
事
業
に
ご
理
解
を

い
た
だ
き
、
移
転
と
い
う
苦
渋
の 

選
択
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

引
き
続
き
、
ダ
ム
直
下
流
の
室
瀬 

地
区
の
方
々
に
ご
理
解
い
た
だ
く

よ
う
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
生 

活
再
建
に
は
万
全
を
期
す
つ
も
り

で
お
り
ま
す
。 

今
後
、
自
然
環
境
の
保
全
と
コ 

ス
ト
縮
減
に
十
分
努
め
な
が
ら
、 

事
業
の
一
刻
も
早
い
完
成
に
向
け

て
職
員
一
同
一
丸
と
な
っ
て
邁
進

す
る
所
存
で
す
。
皆
様
の
一
層
の 

ご
理
解
、
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お 

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

 

 

・実施計画調査着手 
・水資源開発基本計画に掲上 
・建設事業着手 
・環境アセスメント手続き完了 
・事業実施方針の指示 
・南摩ダム水没地区全域における技術調査開始 
・南摩ダム水没地区全域における用地補償調査開始 
・水特法に基づく南摩ダムのダム指定 
・関東地建が事業評価監視委員会開催（事業継続方針を
了承） 

・（財）利根川・荒川水源地域対策基金が「思川開発施
設」を対象ダム等に指定 
・第１回思川開発事業検討会 
・事業実施方針の変更の指示（利水者の確定） 
・第２回思川開発事業検討会 
・与党三党による公共事業抜本見直しで「大谷川分水中
止」の勧告 

・関東地建事業評価監視委員会開催(地建、公団が｢南摩
ダム継続、大谷川分水当面中止｣の方針を報告) 
・建設省が「大谷川分水中止」を決定 
・県議会で知事が事業の全面見直しを表明 
・第３回思川開発事業検討会 
・知事が事業参画を表明 
・損失補償基準提示 
・損失補償確認調印 

S44年 
S45年 
S59年 
H 6年 
 
H 7年 
H 9年 
H10年 
 
 
H11年 
 
 
 
H12年 
 
 
 
 
 
 
H13年 
 

これまでの事業の主な経緯 

 

南摩ダム予定地 
（右後方は男体山） 

 

 

 
新規利水（水道用水を確保します） 

治水調節（洪水をダムに貯め込んで下流の洪水被害を軽減します） 不特定補給①（既得農業用水を確保します） 

不特定補給②（河川環境保全に必要な水を確保します） 

思川開発事業の目的 

思川開発事業は「洪水調節」「不特定補給」「新規利水」を目的とした多目的ダム事業です。 

洪水調節 
 南摩ダムで洪水調節を行
うことにより、南摩ダム下
流の思川沿川地域および利
根川本川の中・下流地域の
洪水被害の軽減を図りま
す。 

既得用水の安定化と河川環境の保全等
のための流量の確保（不特定補給） 
 南摩ダムにより、黒川、南摩川、思
川および利根川沿川の既得用水の安定
化を図るとともに、河川環境保全等の
ための必要な流量の確保を行います。 
 また、異常渇水時に緊急水の補給を
行います。 

新規利水 
 茨城県、栃木県、埼玉県
および千葉県の都市用水の
取水を可能とします。 

い ろ ん な と こ ろ で
活躍するんだね！  
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南
摩
ダ
ム
建
設
予
定
地
の
水
没

者
で
組
織
さ
れ
る
「
南
摩
ダ
ム
補

償
交
渉
委
員
会
」
（
駒
場
久
遠
委

員
長
、

78

世
帯
）
と
公
団
は
、
平
成
１３
年

５
月
３０
日
に
提
示
し
た
「
南
摩
ダ

ム
建
設
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
」

（
補
償
金
算
定
の
基
礎
と
な
る
土

地
の
単
価
等
を
定
め
た
も
の
）
に

つ
い
て
、
同
年
８
月
１０
日
、
合
意

に
達
し
ま
し
た
。

　
合
意
に
関
す
る
確
認
書
調
印
式

は
、
鹿
沼
市
上
南
摩
町
地
内
の
中

村
地
区
集
会
所
で
行
わ
れ
、
高
瀬

忠
雄
栃
木
県
水
資
源
対
策
室
長
、

鈴
木
義
夫
鹿
沼
市
企
画
部
長
立
会

の
も
と
、
青
江
淳
思
川
開
発
建
設

所
長
と
駒
場
久
遠
委
員
長
が
合

意
の
確
認
書
に
そ
れ
ぞ
れ
署

名
・
捺
印
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
合
意
を
受
け
、
駒
場

委
員
長
は
、
「
栃
木
県
、
鹿
沼

市
、
公
団
が
我
々
の
生
活
再
建

の
す
べ
て
に
真
剣
な
取
り
組
み

を
し
て
く
れ
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
」
と
し
て
、
ほ
っ
と
し

た
表
情
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
大
谷
川
分
水
中
止

に
よ
る
事
業
実
施
方
針
の
変
更

手
続
き
を
経
て
、
個
人
の
補
償

契
約
へ
と
進
む
こ
と
と
な
ま
す
。

な
お
、
事
業
へ
の
協
力
が
得

ら
れ
な
い
南
摩
ダ
ム
直
下
流
「
南

摩
ダ
ム
絶
対
反
対
室
瀬
協
議

会
」
（
廣
田
義
一
会
長
、13
世

帯
）
に
対
し
て
は
引
き
続
き
話

し
合
い
を
要
請
し
て
参
り
ま
す
。

　
南
摩
ダ
ム
の
水
没
者
の
生

活
再
建
の
一
環
と
し
て
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
集
団
移
転

地
２
ヶ
所
が
確
定
し
ま
し
た
。

 

「
上
南
摩
代
替
地
」
は
、

ダ
ム
サ
イ
ト
下
流
約
２
ｋ
ｍ

地

点
の
鹿
沼
市
上
南
摩
町
に
位

置
し
、
約
０
．
９
ｈ
ａ

の
中
に

１
１

区
画
の
宅
地
を
造
成
し
ま
す
。

用
地
の
取
得
と
基
盤
工
事
は
、
鹿

沼
市
土
地
開
発
公
社
に
委
託
し
、

本
年
９
月
か
ら
工
事
に
着
手
し
て

い
ま
す
。
基
盤
工
事
完
成
後
、
公

団
が
公
社
か
ら
引
き
渡
し
を
受
け
、

最
終
仕
上
げ
工
事
を
実
施
す
る
予

定
で
す
。

「
西
沢
代
替
地
」
は
、
ダ
ム
サ

イ
ト
下
流
約
３
ｋ
ｍ

の
鹿
沼
市
西
沢

町
に
位
置
し
、
約
４
．
９
ｈ
ａ

の
中

に
３
０

戸
の
宅
地
を
造
成
す
る
計
画

で
す
。
用
地
の
取
得
と
造
成
工
事

は
公
団
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

本
年

6

月
工
場
跡
地
を
取
得
し
ま

し
た
。10

月
か
ら
既
存
の
建
物
撤

去
工
事
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

今
後
、
都
市
計
画
法
等
の
諸
手
続

き
を
速
や
か
に
完
了
し
、
上
南
摩

代
替
地
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
平
成
１
４

年
秋
に
は
完
成
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

「
思
川
だ
よ
り
」
（
創
刊
号
）

を
お
届
け
し
ま
し
た
が
、
い
か
が

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ご
意
見
等

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
寄
せ
下
さ
い
。

皆
様
と
思
川
開
発
事
業
を
結
ぶ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
充
実
し
た
紙

面
と
な
る
よ
う
に
が
ん
ば
り
ま
す
。

張
る
の
渇
水
と
夏
の
猛
暑
、
そ

の
後
一
転
し
て
大
雨
と
、
今
年
は

こ
れ
ま
で
に
な
く
気
ま
ぐ
れ
な
天

候
に
振
り
回
さ
れ
た
感
が
あ
り
ま

す
。
渇
水
や
洪
水
に
備
え
る
た
め

に
思
川
開
発
事
業
が
あ
り
ま
す
。

次
回
は
、
平
成14

年1

月
の
発

行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
新
し
い

思
川
開
発
事

業
の
姿
を
皆

様
に
お
示
し

す
る
よ
て
い

で
す
。

基準合意に対する感謝と生活再建への協力を確認して、

駒場委員長（中央右）と感謝の握手を交わす関係者

（８月 10 日確認書調印式にて）

＜南摩ダム水没地関係者等組織の概要＞

南摩ダム建設反対
期成同盟会
（S40.5.18結成）

中村地区南摩ダム対策協
議会
(H6.10.29結成)

南摩ダム梶又地区対策協議
会
(H8.7.26結成)

南摩ダム対策協議会
（H6.7.22結成）

南摩ダム
絶対反対

室瀬協議会
(H９.５.４

結成)
共同ダム補償対策協議会
（H10.10.23結成）

笹之越路ダム対策協議会
（H6.9.1結成）

南摩ダム建設絶対
反対同盟会
（S44.5.25結成）

 
南摩ダム
補償交渉
委員会

（H10.3.28
結成）

S44.5.25分離 H6.7.2分離

水没地区は「南摩ダム補償交渉委員会」に統一されています。

南摩ダム補償交渉委員会との補償交渉経緯

H11 年  3 月

H12 年  9 月

12 月

H13 年  2 年

5 月

8 月

南摩ダム水没予定地補償調査完了

地目確認について合意

土地等級基準について合意

世帯確認について合意

南摩ダム建設に伴う損失補償基準を提示

南摩ダム建設に伴う損失補償基準について合意

南
摩
ダ
ム
建
設
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
合
意

８
月
１０
日
、
県
と
市
が
立
会
の

も
と
で
確
認
書
に
署
名
・
捺
印

集 団 移 転 地 が 確 定

水資源開発公団思川開発建設所の役職員、組織と業務分担内容を紹介します

平
成
１３
年
１０
月
１
日
現
在
の
役
職
員

所
　
長
　
　
　
　
　
　
青
江
　
　
　
淳

副
所
長
（
事
務
）
　
　
金
田
　
　
　
学

副
所
長
（
技
術
）
　
　
白
川
　
　
信
之

調
査
役
　
　
　
　
　
　
浦
野
　
　
　
勇

総
務
課
長
　
　
　
　
　
鹿
毛
　
　
貞
利

経
理
課
長
　
　
　
　
　
畑
井
　
　
興
三

第
一
用
地
課
長
　
　
　
田
中
　
　
　
昇

第
二
用
地
課
長
（
兼
）
金
田
　
　
　
学

用
地
役
　
　
　
　
　
　
新
井
　
　
広
司

調
整
課
長
　
　
　
　
　
細
山
田
　
　
真

第
一
調
査
設
計
課
長
　
太
田
　
　
道
男

第
二
調
査
設
計
課
長
　
益
山
　
　
高
幸

環
境
課
長
　
（
兼
）
　
太
田
　
　
道
男

工
務
課
長
　
　
　
　
　
村
上
　
　
慶
司

「
上
南
摩
代
替
地
」

基
盤
工
事
に
着
手

（
西
沢
代
替
地
）

１０
月
か
ら
造
成
工
事
を
実
施

○宇都宮事務所（所長、副所長、調査役、総務課、経理課、工務課、
　　　　　　　　 第一調査設計課、第二調査設計課、環境課）
　〒３２０―００６５
栃木県宇都宮市駒生町中丸３３６８

　代表（０２８―６２２―８９４１）
　http://www.water.go.jp/kanto/omoigawa/

○南摩ダム鹿沼事務所（第一用地課、第二用地課・用地役）
　〒３２２―０３４６
　栃木県鹿沼市上南摩町１８７―１８
　（０２８９―７７―３８８８）

○東鹿沼東事務所（調整課）
　〒３２２―００２１
　栃木県鹿沼市上野町２１―１

（０２８９―６０―５３０７）

総務課　 総 務 事 務 全 般 を 担 当 し 、建 設 所 の 窓 口 を つ と め ま す 。
経理課　 経 理 事 務 全 般 を 担 当 し ま す 。

所 　 長 第 一 用 地 課

第 二 用 地 課

副 所 長 （ 事 務 ） 用 地 役
副 所 長 （ 技 術 ） 調整課　 地元との調整を担当します。
調 査 役 　 　 第 一 調 査 設 計 課 ダム・導 水 路 ・取 水 堰 の 調 査 ・設 計 業 務 を 担 当

第 二 調 査 設 計 課 します。
環境課　 環 境 保 全 業 務 を 担 当 し ま す 。
工務課　

積 算 等 を 担 当 し ま す 。

用 地 取 得 な ど 補 償 業 務 全 般 及 び 生 活 再 建 対 策 を 担 当
します。

予 算 管 理 及 び 集 団 移 転 地 ・付 替 道 路 等 の 設 計 ・工 事

編

集

後

記
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